
 

千葉県立病院運営検討会議設置要綱 
 

 

（目的） 

第１条 県立病院の事業運営について、外部有識者から幅広く必要な助言を受ける 

ことを目的として、千葉県立病院運営検討会議（以下「検討会議」という。）を   

設置する。 

  なお、検討会議は、地方公営企業法第１４条の規定に基づき、条例により設置  

される附属機関の性質を有するものではない。 

（検討事項） 

第２条 検討会議は、次に掲げる事項について助言を行う。 

(1) 千葉県立病院新改革プランの実施状況について 

 (2) その他病院局長が必要と認める事項 

（委員） 

第３条 検討会議は、６名以内の学識経験者等の委員で構成する。 

 ２ 委員は、病院局長が選任する。 

（座長） 

第４条 検討会議に座長及び副座長を置く。 

 ２ 座長は委員の同意を得て病院局長が指名し、副座長は座長が指名する。 

３ 座長に事故がある時は、病院局長が指名する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 検討会議は、病院局長が招集する。 

 ２ 検討会議は、原則として毎年１回開催するほか、必要に応じて開催できるもの

とする。 

 ３ 委員は、やむを得ない場合、代理の者を指定して会議に出席させることが  

できる。 

４ 座長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。 

（庶務） 

第６条 検討会議の庶務は、病院局経営管理課が行う。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に必要な事項は病院局長が 

別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成３０年９月３日から施行する。 

（施行期日） 

この要綱は、平成３１年１月１８日から施行する。 

（失効） 

この要綱は、令和３年３月３１日限り、その効力を失う。 

 



千葉県立病院運営検討会議 委員名簿 

 

                          （敬称略、五十音順） 

氏 名 役 職 等 

三沢 智 千葉県議会健康福祉常任委員会 委員長 

入江 康文 千葉県医師会 会長 

尾形 裕也 九州大学 名誉教授 

寺口 惠子 千葉県看護協会 会長 

山本 修一 千葉大学医学部附属病院 病院長 

和田 三千代 千葉県消費者団体連絡協議会 会長 

 

 

 


